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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ルミネセンスの強度及び寿命が酸素により減衰する発光物質とプラスチックとを含む光
学的酸素濃度測定用センサーの製造方法であって、
Ａ工程：発光物質に、次工程Ｂで用いられるプラスチックに対して溶解性のある溶媒を加
えて懸濁液を調製する工程
Ｂ工程：Ａ工程で調製された発光物質と溶媒との懸濁液と、光透過性を有するプラスチッ
クとを接触させると共に、溶媒との接触時間が３～６０秒の範囲になるように溶媒を急速
に気化させる工程
を含む、前記発光物質が前記プラスチックの表面に固定された酸素濃度測定用センサーの
製造方法。
【請求項２】
　前記プラスチックが板、膜又は粒体である請求項１記載の酸素濃度測定用センサーの製
造方法。
【請求項３】
　前記Ｂ工程において、前記懸濁液と前記プラスチックとを接触させると共に前記溶媒を
急速に気化させるに際し、あらかじめ前記プラスチックを加熱手段により予熱しておく請
求項１又は２記載の酸素濃度測定用センサーの製造方法。
【請求項４】
　Ｃ工程：前記Ｂ工程で製造された酸素濃度測定用センサーを所定形体に成形する工程
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を付加してなる請求項１～３のいずれか１項に記載の酸素濃度測定用センサーの製造方法
。
【請求項５】
　前記プラスチックがポリカーボネート、ポリスチレン、アクリル樹脂又はポリ塩化ビニ
ルである請求項１～４のいずれか１項に記載の酸素濃度測定用センサーの製造方法。
【請求項６】
　前記溶媒がアセトン、ベンゼン、キシレン、酢酸エチル又はテトラヒドロフランである
請求項１～５のいずれか１項に記載の酸素濃度測定用センサーの製造方法。
【請求項７】
　前記発光物質が金属錯体である請求項１～６のいずれか１項に記載の酸素濃度測定用セ
ンサーの製造方法。
【請求項８】
　前記金属錯体が金属を保有するポルフィリンである請求項７記載の酸素濃度測定用セン
サーの製造方法。
【請求項９】
　前記金属錯体が白金ポルフィリンである請求項８記載の酸素濃度測定用センサーの製造
方法。
【請求項１０】
　前記金属錯体が白金（ＩＩ）－テトラ（ペンタフルオロフェニル）ポルフィリンである
請求項９記載の酸素濃度測定用センサーの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸素濃度測定用センサー、特に、発色物質を用いる光学的酸素濃度測定用セ
ンサーの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　気体や液体の被検査物中の酸素濃度を測定する方法の一つとして、例えば、特定の波長
により励起して蛍光（燐光を含む）を発光する発光物質（例えば、金属錯体）を用い、そ
の発光の減衰時間から光学的に酸素濃度を測定する方法等が採用されている。このような
方法に用いられる酸素濃度測定用センサーは、粉体の発色物質が塊の状態ではセンサーと
して機能し難いこと等から、従来、発光物質と酸素浸透性（透過性）のポリマーと溶媒と
でセンサーカクテルを調製し、次いで、溶媒を気化させて、発色物質の微細な紛体をポリ
マー中に適度に分散させた状態にして作製されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２３６１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような方法により得られた酸素濃度測定用センサーは、発光物質の
微細な紛体がポリマーの内部に完全に埋没していることから、発光物質と酸素とはポリマ
ーを介して接触することになり、その結果、応答時間が長くなる等して、必ずしも満足す
べきものではない。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術が有する課題に鑑みてなされたものであり、その目的と
するところは、応答時間が短くて優れた光学的酸素濃度測定用センサー（以下単に「酸素
センサー」という。）の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】



(3) JP 6029008 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

【０００６】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、発色物質をプラスチックの表
面に固定することに思い至り、更に検討した結果、先ず、光透過性を有するプラスチック
に対して溶解性のある溶媒と発色物質との懸濁液を調製し、次いで、この懸濁液と前記プ
ラスチックとを接触させると共に、溶媒を急速に気化させることによって、僅かに溶解し
たプラスチックの接着力で、発光物質がプラスチックの表面に、しかも塊状態ではなくて
適度に分散した状態で固定されること、そして、こうして得られた酸素センサーの応答時
間は短いこと等の新知見を得、これらの知見に基づき本発明を完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は、これらに限定されるものではないが、以下の発明を包含する。
　（１）　ルミネセンス（発光）の強度及び寿命が酸素により減衰する発光物質とプラス
チックとを含む酸素センサーの製造方法であって、
Ａ工程：発光物質に、次工程Ｂで用いられるプラスチックに対して溶解性のある溶媒を加
えて懸濁液を調製する工程
Ｂ工程：Ａ工程で調製された発光物質と溶媒との懸濁液と、光透過性を有するプラスチッ
クとを接触させると共に、溶媒との接触時間が３～６０秒の範囲になるように溶媒を急速
に気化させる工程
を含む、前記発光物質が前記プラスチックに固定された酸素センサーの製造方法。
【０００８】
　（２）　前記プラスチックが板、膜又は粒体である（１）に記載の酸素センサーの製造
方法。
【０００９】
　（３）　前記Ｂ工程において、前記懸濁液と前記プラスチックとを接触させると共に前
記溶媒を急速に気化させるに際し、あらかじめ前記プラスチックを加熱手段により予熱し
ておく（１）又は（２）に記載の酸素濃度測定用センサーの製造方法。
【００１０】
　（４）　Ｃ工程：前記Ｂ工程で製造された酸素センサーを所定形体に成形する工程
を付加してなる（１）～（３）のいずれかに記載の酸素センサーの製造方法。
【００１１】
　（５）　前記プラスチックがポリカーボネート、ポリスチレン、アクリル樹脂又はポリ
塩化ビニルである（１）～（４）のいずれかに記載の酸素センサーの製造方法。
【００１２】
　（６）　前記溶媒がアセトン、ベンゼン、キシレン、酢酸エチル又はテトラヒドロフラ
ンである（１）～（５）のいずれかに記載の酸素センサーの製造方法。
【００１３】
　（７）　前記発光物質が金属錯体である（１）～（６）のいずれかに記載の酸素センサ
ーの製造方法。
【００１４】
　（８）　前記金属錯体が金属を保有するポルフィリンである（７）に記載の酸素センサ
ーの製造方法。
【００１５】
　（９）　前記金属錯体が白金ポルフィリンである（８）に記載の酸素センサーの製造方
法。
【００１６】
　（１０）　前記金属錯体が白金（ＩＩ）－テトラ（ペンタフルオロフェニル）ポルフィ
リンである（９）に記載の酸素センサーの製造方法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、光透過性を有するプラスチックに対して溶解性のある溶媒を介してプ
ラスチックと発色物質とを接触させると共に、この溶媒を急速に気化させることにより、
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僅かに溶解したプラスチックの接着力で、発光物質がプラスチックの表面に、しかも塊状
態ではなくて適度な分散状態で固定されるようにしたため、発色物質がセンサーとして機
能し、且つ、応答時間が短くて優れた酸素センサーを製造する方法を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施例１の本発明の方法により製造された酸素センサーのプラスチック（ポリカ
ーボネート）板の上面から撮影された光学顕微鏡写真（カラー写真）の白黒コピーであり
、プラスチックの表面に発色物質が固定された状態等を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　先ず、本発明の酸素センサーは、被検査物が気体又は液体のいずれでも用いることがで
き、前者の例としては、環境空間、反応器内等の気体中の酸素濃度測定、後者の例として
は、微生物や細胞等の培養液、環境水、工場排水等の溶存酸素濃度測定が挙げられる。
【００２１】
　本発明における酸素センサーは、ルミネセンス（発光）の強度及び寿命が酸素により減
衰する発光物質と光透過性（透明性）を有するプラスチック（ポリマー）を含む、光学的
に酸素濃度を測定するセンサーであり、その構成成分の発光物質及びプラスチックについ
ては、それぞれ公知のものが有効に用いられる。
【００２２】
　本発明の酸素センサーの製造方法において、最も特徴とする点は、上記プラスチックに
対して溶解性のある溶媒を介してプラスチックと発色物質とを接触させると共に、この溶
媒を急速に気化させて両者の接触時間を極短時間とすることにある。このことによって、
僅かに溶解したプラスチックの接着力で、発光物質の微細な紛体がプラスチックの内部に
埋没することなく、プラスチックの表面に、しかも塊状態ではではなくて適度な分散状態
で固定される。その結果、発色物質がセンサーとして機能し、且つ、発色物質と酸素とが
直接接触することから、応答時間の大幅な短縮に繋がるのである。
【００２３】
　本発明に用いられる発光物質については、上記のごとく、ルミネセンス（発光）の強度
及び寿命が酸素により減衰する公知のものである（例えば、特開２００７－２３２７１６
号公報等参照）が、具体的には、光で励起して燐光を発光する発光物質（燐光物質）であ
り、そして、励起状態において酸素と反応して燐光が減衰する性質を有するものである。
　なお、ここでいう「燐光」とは、広義の「蛍光」に含まれることから、「燐光」及び「
燐光物質」はそれぞれ「蛍光」、「蛍光物質」ということもできる。
【００２４】
　そして、上記発光物質としては、光化学酸素センサーとして知られているものが特に制
限なく有効に用いられる。この発光物質は、通常、例えば、粒径がナノマイクロメーター
（ｎμｍ）のオーダー等の微細な紛体である。
　発光物質（燐光物質）の具体例としては、金属錯体、例えば、ルテニウム、パラジウム
、オスミウム、レニウム、イリジウム、白金、亜鉛等の金属を保有するポルフィリン系化
合物、フェナントロリン系化合物、フタロシアニン等の金属錯体等が挙げられるが、金属
を保有するポルフィリン系化合物が好適であり、中でも白金とポルフィリン系化合物との
金属錯体が特に好適である。
【００２５】
　金属錯体におけるポルフィリン系化合物としては、例えば、ポルフィリン、テトラベン
ゾポルフィリン、テトラナフトポルフィリン、テトラアントラポルフィリン、テトラニト
ロテトラベンゾポルフィリン、オクタエチルポルフィリン、テトラキスペンタフルオロフ
ェニルポルフィリン、ピッケトフェンスポルフィリン等を挙げることができ、中でも白金
（ＩＩ）－テトラ（ペンタフルオロフェニル）ポルフィリンが好ましい。
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　また、金属錯体におけるフェナントロリン系化合物としては、例えば、１，１０－フェ
ナントロリン、４，７－ジフェニル－１，７－フェナントロリン、５－クロロー１，１０
－フェナントロリン等が挙げられる。
【００２６】
　本発明において用いられるプラスチック（ポリマー）としては、光透過性（透明性）を
有するものであればよく、特に制限されないが、例えば、ポリカーボネート、ポリスチレ
ン、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル等が好適であり、中でもポリカーボネート、ポリスチ
レンが特に好適である。
　また、本発明の酸素センサーを微生物や細胞等の無菌的培養における培養液中の溶存酸
素濃度を測定するために用いる場合には、培養槽全体あるいは培養槽内の加熱滅菌処理（
例えば、オートクレーブ処理条件の１２１℃、２０分等）を要することから、プラスチッ
クとしては耐熱性を有するものを用いるのが好ましく、この観点からポリカーボネート等
が好適例として挙げられる。
【００２７】
　本発明において、上記プラスチックは、板（厚さが、例えば、０．３～３ｍｍ等）、膜
（厚さが、例えば、０．１～０．５ｍｍ等のフィルム）、又は粒体として用いることがで
きる。
　プラスチックの粒体については、粒径３０～２００μｍを含む粒体が好適に用いられ、
粒径５０～１００μｍを含む粒体が特に好適に用いられるが、勿論粒径３０μｍ未満等の
粒径のものを含んでいてもよい。
　なお、上記プラスチックの粒体は、適宜の方法により得られるが、例えば、プラスチッ
クのチップを適宜の粉砕手段（例示：乳鉢、自動乳鉢器）により、粉砕し、篩別して得る
ことができる。
【００２８】
　本発明で使用される溶媒は、前記プラスチックに対して溶解性のあるものであればよく
、特に制限されないが、後記するＢ工程において、発色物質と溶媒との懸濁液と、プラス
チックとの接触物から溶媒を急速に気化させて除去する必要があることから、その沸点が
１００℃以下のものを用いるのが効果的である。
　その好ましい例として、アセトン、ベンゼン、キシレン、酢酸エチル、テトラヒドロフ
ラン（ＴＨＦ）等の有機溶媒を挙げることができ、アセトンが特に好ましい。
【００２９】
　次に、各工程について説明する。
Ａ工程
　微細な紛体（微粉末）である上記発光物質に、後記するＢ工程で用いられるプラスチッ
クに対して溶解性のある上記溶媒を加えて撹拌することにより、発色物質は溶媒に溶解す
ることなく、発光物質と溶媒との懸濁液が調製される。
　この際の発光物質に対する溶媒の添加量は、特に制限されないが、例えば、発色物質１
０ｍｇに対して５～２０ｍｌ等である。
【００３０】
Ｂ工程
　Ａ工程で調製された発色物質と溶媒との懸濁液と、光透過性を有するプラスチックとを
接触させると共に、この溶媒を急速に気化させて除去することにより、発光物質がプラス
チックに固定される。
　本発明において、この懸濁液の溶媒とプラスチックとの接触時間を短時間にすること、
すなわち、上記のごとく、接触時間の範囲を３～６０秒、好ましくは５～３０秒とし、溶
媒を急速に気化させることによって、溶媒との接触面で僅かに溶解したプラスチックの接
着力で発色物質がプラスチックに固定されるのである。
【００３１】
　このようにすることによって、発色物質が、従来のごとく、プラスチック内に深く埋没
することがなく、プラスチックの表面上に、しかも適度な分散状態で固定される。
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　なお、溶媒とプラスチックとの接触時間が上記範囲より短いときには、発色物質のプラ
スチックへの固定が不十分で発色物質が脱落したり、また、長いときには、プラスチック
の溶解が過度になって、溶媒の除去後には結果として発色物質がプラスチック内に埋没し
たりして、不適である。
【００３２】
　発色物質と溶媒との懸濁液と、プラスチックとの接触の態様及びそれに対応する溶媒の
急速な気化（除去）方法について、以下に例示する。
　なお、上記懸濁液と上記プラスチックとを接触させると共にその溶媒を急速に気化させ
るに際し、下記のごとく、あらかじめこのプラスチックを適宜の加熱手段により、例えば
、溶媒の沸点近傍の温度等に予熱しておくことが、溶媒の急速な気化にとって有効であり
、好ましい。
　１　プラスチックの板又は膜（フィルム）の表面に上記懸濁液を塗布又は滴下して接触
させる態様：
　なお、プラスチックはあらかじめ酸素センサーとしての所定（所望）の形体に成形して
おくこともできる。
【００３３】
　　（１）例えば、プラスチックをあらかじめ加熱手段により加熱して溶媒の沸点近傍の
温度等に予熱しておき、その上面に懸濁液を素早く塗布又は滴下し、加熱空気（ブロアー
等）を送って溶媒を急速に気化させる方法等が挙げられる。
　具体例：プラスチックとしてポリカーボネートを、溶媒としてアセトンを用いた場合、
約６０℃に加熱したホットプレート（加熱手段）上にポリカーボネートの平板（厚さ例示
：０．５ｍｍ）を載せて予熱しておき、その上面に懸濁液を滴下後、直ちに熱風を送って
アセトンを急速に気化させる。
　なお、このときのポリカーボネートへの懸濁液の滴下量は、例えば、１０～３０μｌ／
ｃｍ２等である。
　　（２）例えば、プラスチックをあらかじめ密閉可能で、適宜の温度に加熱した雰囲気
中に置き、その上面に懸濁液を素早く塗布又は滴下した後、密閉して適宜の真空度になる
ように吸引し溶媒を急速に気化（留去）させる方法等を挙げることができる。
【００３４】
　２　プラスチックの粒体と上記懸濁液とを混合して接触させる態様：
　　　例えば、ロータリーエバポレーターの専用試験管にプラスチックの粒体を入れ、回
転させながら、あらかじめ適宜の加熱手段（ブロアー等）により予熱しておき、次いで懸
濁液を入れ、更に外部より加熱しながら、且つ、回転させながら常圧又は真空下で溶媒を
急速に気化させる方法等が挙げられる。
　なお、このときのプラスチックに対する懸濁液の添加量は、例えば、プラスチック１ｇ
に対して２～５ｍｌ等である。
【００３５】
　このようにして、発光物質と溶媒との懸濁液と、プラスチックとの接触物から、溶媒を
急速、短時間に気化させて除去することにより、発光物質が板、膜又は粒体のプラスチッ
クの表面に、しかも適度に分散した状態で固定された酸素センサーを製造することができ
る。
　そして、あらかじめ所定形状に成形されたプラスチックや粒体のプラスチックを用いた
場合等では、この製造された酸素センサーはそのまま酸素センサーとして使用に供するこ
とができる。
【００３６】
Ｃ工程
　本発明においては、必要により、Ｃ工程として、Ｂ工程で製造された酸素センサーを所
定（所望）形体に成形する工程を付加することもできる。その例を次に示す。
　（１）　パッチ（小片）型成形：例えば、プラスチックとして板又は膜を用いた場合に
は、Ｂ工程で製造されたものを適宜の手段により円形状等のパッチ型（例示：直径５ｍｍ



(7) JP 6029008 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

の円形状パッチ）にポンチ等で打ち抜いたり等して成形することができる。
【００３７】
　（２）　粒状の酸素センサーの接着成形：例えば、透明な板状の支持体の上面に透明な
接着剤（例えば、シリコン樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂等の合成樹脂系接着剤）を
塗布し、その上面にＢ工程で製造された粒状の酸素センサーを分散状態で載せて接着固定
したり等して、成形することができる。
【００３８】
　（３）　粒状の酸素センサーの溶着成形：例えば、Ｂ工程で製造された粒状の酸素セン
サーを適宜の加圧・加熱手段で加圧・加熱したり等して溶着させ、成形することができる
。
　具体例：透明な板状の支持体（例示：ポリカーボネート板）の上面に粒状の酸素センサ
ーを適宜量載せ、この支持体の下方及び／又は粒状の酸素センサーの上方に設けた加熱手
段（例示：下方　加熱板、上方　加熱コテ、加熱温度　２３５～２４０℃、加圧・加熱時
間　１０秒）で上下方向に適宜の圧力で加圧しながら、加熱・加圧して溶着させることに
より、粒状の酸素センサーを扁平に成形することができる。
【００３９】
　次に、このようにして得られた酸素センサーの使用態様について例示する。
　Ａ　プラスチックの板又は膜の上面に発色物質が固定された酸素センサーの場合（プラ
スチックをあらかじめ酸素センサーとしての形状に成形する態様及びＣ工程を付加して成
形する態様を含む。）：
　　被検査物を収容する容器や被検査物が流れる流通管等の透明部の内壁（酸素センサー
の配置位置）に、酸素センサーの発光物質が内側方向にプラスチックが外側方向（内壁方
向）になるようにしてプラスチック面を透明な接着剤（例えば、シリコン樹脂、ウレタン
樹脂）等で固定し、そして、透明部の外側から透明部を介して光計測し、酸素濃度を測定
する。
【００４０】
　Ｂ　プラスチックの粒体の表面に発色物質が固定された粒状の酸素センサーの場合：
　（１）被検査物を収容する容器や流通管等の透明部の内壁に塗布した透明な接着剤の上
面に、粒状の酸素センサーの適宜量を分散状態で載せて固定し、同様にして透明部の外側
から透明部を介して光計測して、酸素濃度を測定する。
　（２）光ファイバーの先端に直接、又は光ファイバーの先端に液蜜に被せた透明なキャ
ップの先端面に、上記の透明な接着剤で粒状の酸素センサーの適宜量を分散状態で接着、
固定し、この光ファイバーの先端を被検査物中に位置させて光計測し、酸素濃度を測定す
る。
　なお、光ファイバーの先端に被せた上記キャップは使い捨てができるという利便性があ
る。
【００４１】
　Ｃ　粒状の酸素センサーに上記Ｃ工程を付加して得られた酸素センサー、例えば、透明
な板状の支持体の上面に粒状の酸素センサーを載せて固定された酸素センサー（上記Ｃ工
程（２）の例示）等の場合：
　　上記Ａに記載したと同様にして使用することができる。
【００４２】
　上記したような酸素センサーを用いて光学的に酸素濃度を測定する方法自体は、公知の
方法であり、その一例を以下に示す。
　公知の受発光・酸素濃度測定器を用いて、容器等の透明部の内面に固定された酸素セン
サーに対して、該透明部の外面に略接するように位置させた光ファイバーの先端から、例
えば、波長４００～６００ｎｍ等の光が、適宜の照射時間、例えば、５００ミリ秒（ｍｓ
ｅｃ．）～１秒（ｓｅｃ．）等と適宜の照射間隔、例えば、５００ミリ秒（ｍｓｅｃ．）
～６０秒（ｓｅｃ．）等で間歇的に照射される。この光の照射によって励起された酸素セ
ンサーの発光物質からの発光が該光ファイバーの先端で照射のない時間帯（照射と次の照
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射のの合間）に受光されて光強度（位相角）が間歇的に計測される。すなわち、光の照射
と受光が交互に繰り返される。
　このとき、酸素の存在により発光強度が低下することから、受光された光強度の計測値
と、別にあらかじめ作成された既知酸素濃度の検量線とから、酸素濃度が算出され、測定
されることになる。
　上記受発光・酸素測定器としては、公知のもの、例えば、Ｆｉｂｏｘ３（独国　プレセ
ンス（Ｐｒｅｓｅｎｓ）社製商品名）等が有効に使用される。
【００４３】
　上記のごとくして製造された酸素センサーの性能を示す応答速度は、測定セル（容器）
内の酸素濃度０％（空気を窒素ガスで完全置換）及び酸素濃度２１％（空気１００％）の
２点で測定されるが、９５％で３０～６０秒と速く、優れたものである。
【００４４】
　以下に、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。
【実施例】

【実施例１】
【００４５】
（実施例１）パッチ型酸素センサーの製造
Ａ工程
　発色物質（燐光物質）のＰｔＴ９７５（米国　フロンティア　サイエンティフィック（
Ｆｒｏｎｔｉｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）社製商品名、白金（ＩＩ）－テトラ（ペンタ
フルオロフェニル）ポルフィリン（Ｐｔ（ＩＩ）ｍｅｓｏ－Ｔｅｔｒａ（ｐｅｎｔａｆｌ
ｕｏｒｏｐｈｅｎｙｌ）ｐｏｒｐｈｉｎｅ）６ｍｇに有機溶媒のアセトン５ｍｌを加え、
撹拌して懸濁液を調製した。
Ｂ工程
　次いで、あらかじめ、透明なポリカーボネート（ＰＣ）の厚さ０．５ｍｍの板をポンチ
で切り抜いて作製した直径５ｍｍのパッチを６０℃に加熱（アセトンの沸点：５６．５℃
）したホットプレート（加熱手段）上に載せて予熱しておき、続いてそのパッチの上面に
上記懸濁液をマイクロシリンジで４μｌ滴下すると同時に熱風を送ってアセトンを滴下後
５秒間で急速に気化させ、発色物質がＰＣ板の上面の表面に固定されたパッチ型酸素セン
サーを製造した。
【００４６】
　この酸素センサーのＰＣ板側を透明容器の接液部の内面に透明接着剤のシリコン樹脂で
接着、固定した。この容器に被検査物の培養液を入れ、酸素センサーに対して透明壁を介
して容器の外面に接すようにして位置させた受発光・酸素濃度測定器Ｆｉｂｏｘ３（独国
プレセンス（Ｐｒｅｓｅｎｓ）社製商品名）の光ファイバーの先端から光（例示：５００
ｎｍ、ＬＥＤ）が間歇的に照射され（例示：照射時間　８００ｍｓｅｃ．、照射間隔　２
ｓｅｃ．）、また、その照射の合間に励起された発光がフォトダイオードで受光されて発
光強度（位相角）が計測され、酸素濃度が連続的に測定された。
　なお、このときの酸素濃度の検量線は、酸素濃度０％、４．２％、１０．５％、１６．
８％及び２１％の５点で作成された。
　また、この酸素センサーの応答速度は、９５％で６０秒と優れたものであった。
【００４７】
　このようにして製造された酸素センサーは、発色物質がＰＣ板の内部に埋没することな
く、溶媒で僅かに溶解したＰＣの接着力によりＰＣ板の表面に、しかも塊ではなくて適度
な分散状態で固定されていることから、従来のごとく、プラスチックと発色物質と有機溶
媒のカクテルから得られる、発色物質がプラスチック内に完全に埋没している酸素センサ
ーとは、その応答速度において大きな差があり、優れたものである。
　また、図１は、上記のごとくして製造された本発明の酸素センサーのＰＣ板の上面から
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撮影された光学顕微鏡写真（カラー写真）の白黒コピー（写真）であるが、同図から無数
の略小球状に見える発光物質（その一部を符号Ｐで示す。）がＰＣ板上面の表面に、しか
も塊状態ではなくて適度な（良好な）分散状態で固定されていることが分かる。
　なお、添付はしていないそのカラー写真では、発光物質はピンク色を呈し、図１の白黒
写真よりもＰＣ板の表面での発光物質の固定及び分散状態がより鮮明に見て取れる。
【実施例２】
【００４８】
粒状の酸素センサーの製造及びその酸素センサーの成形
ポリカーボネート（ＰＣ）の粉末化
　透明なＰＣのチップ８ｇを自動乳鉢器に採り、３００ｒｐｍで５．５時間粉砕を続け、
次いで、乳鉢内等に付着したＰＣ粒体を集め、ＰＣ粒体を得た。
　続いて、ステンレス金網の２００メッシュ（目開き　７５μｍ）の篩通過の粒体を採取
し、不通過の粒体は上記乳鉢器に戻して更に３００ｒｐｍで１時間粉砕し、同様にして２
００メッシュ篩通過の粒体を採取した。
【００４９】
Ａ工程
　実施例１に記載したと同様の発色物質ＰｔＴ９７５の５．６ｍｇにアセトン５ｍｌを加
え、撹拌して懸濁液を調製した。
Ｂ工程
　ロータリーエバポレーターの専用試験管に上記のごとくして得たＰＣの粒体２６０ｍｇ
を入れ、あらかじめ、回転させながらブロアーの熱風によりＰＣを６０℃に予熱しておき
、次いで、該試験管にＡ工程で調製された懸濁液を回転させつつ手早く入れ、直ちに試験
管外からブロアーの熱風で試験管内の温度が約７０℃になるように加熱して接触時間１０
秒でアセトンを急速に気化させ、発色物質がＰＣの粒体の表面に、しかも適度の分散状態
で付着、固定された粒状の酸素センサーを製造した。
Ｃ工程
　上記Ｂ工程で製造された粒状の酸素センサーを透明なシリコン樹脂系接着剤でＰＣ板の
上面に分散状態で載せて接着、固定させ、接着成形の酸素センサーとした。この酸素セン
サーの応答速度は、９５％で６０秒と良好であった。
【実施例３】
【００５０】
　プラスチックとして厚さ０．５ｍｍのポリスチレン板を用いること、有機溶媒としてベ
ンゼンを用いること、ホットプレートの加熱温度を８５℃（ベンゼンの沸点：８０．１℃
）にすること、及び懸濁液の滴下後５秒で急速に気化させること以外は、実施例１に記載
したと同様にして発色物質がポリスチレン板上面の表面に、しかも分散状態で固定された
パッチ型酸素センサーを製造した。
　この酸素センサーの応答速度は、９５％で６０秒と優れたものであった。
【符号の説明】
【００５１】
　Ｐ　発光物質
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